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1．目的 
国立大学法人総合研究大学院大学学長選考会議（以下「学長選考会議」という。）は、国

立大学法人総合研究大学院大学学長選考要綱（平成16年7月9日学長選考会議決定。以

下「要綱」という。）第12条の規定に基づき、学長選考会議は、学長を選考することのみなら

ず、選考後においても、その職務が適切に遂行されているか定期的に確認を行う責務を担う

ものである。学長選考会議は、この責務を果たすため、学長の業務の執行状況を確認する

ことを通じて、学長選考の適切性の担保を図るものとする。 
 
2．実施時期 
業務執行状況の確認は、学長就任の日から2年目以降の毎事業年度（再任の場合は就

任１年目から）に、監事から文部科学大臣に報告される監査報告書の提出時期、及び国立

大学法人評価委員会の業務の実績に関する評価結果の提示の時期に併せて行う。 
なお、学長選考会議が必要と認めた場合は、随時行うものとする。 

 
3．実施方法 
学長選考会議は、監事による監査報告書、毎事業年度における業務の実績に関する報

告書、及び、要綱第8条第2項に規定する学長選考時に提出された選考資料等を参考とし、

業務の執行状況の確認を行うものとする。 
なお、必要に応じて、学長又は監事に出席を求め、意見を聴くものとする。 

 
4．公表の取扱い 
学長選考会議は、業務執行状況の確認のプロセス及び結果を公表する。 

 
5．留意事項 
業務執行状況確認のための具体の実施方法等は、学長選考会議において決定し定める 

ものとする。 
 


